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は じ め に 

 

 平成 18年 4月から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律」が施行され、16年が経過しました。 

 県内の市町村から報告のあった在宅での養護者による高齢者虐待件数は、毎年

200 件以上みられ、除々に高齢者虐待が顕在化しており、虐待防止に向けた体制

づくりが重要となっています。 

 高齢者の虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び養

護者に対する支援について、市町村が第一義的に責任を担うこととされており、

県内の地域包括支援センターが中心となって対応しているところです。 

 令和 3年の介護保険施設等監査指針の一部改正や、令和 5年の個人情報保護法

の改正などを踏まえ、「高齢者虐待対応マニュアル」を改訂いたしました。 

県といたしましては、高齢者が自分らしく尊厳をもって暮らしていただくこと

が何よりも大切なことであり、そのためには、高齢者介護の質の向上を目指すこ

とが不可欠であると考えております。そうしたことから、不適切なケアにより、

高齢者虐待を招くこともあるとの認識を踏まえ、今後、研修会の開催や、県民へ

の啓発普及などを通して、高齢者介護の質の向上と高齢者の生活環境(ＱＯＬ)の

改善に向けた取り組みをさらに進めてまいりたいと考えております。 

今後とも、皆さまのご協力をお願い申し上げます。  

終わりに、このマニュアルの改訂にあたり、貴重なご意見、ご指導をいただき

ました茨城県高齢者権利擁護対策推進委員会の委員の皆様をはじめ、対応事例や

参考資料を御提供いただきました各位に対し感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 
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